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１ はじめに 

 

地方公共団体の公会計の整備については、平成 18年（2006年）8月 31日の総務省か

らの通知「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定について」

により、その推進を要請されました。 

その後、平成 19年（2007 年）10月には既に公表されている貸借対照表等の作成に係

る二つのモデル（基準モデル・総務省方式改訂モデル）についての実務的な検証が「新

地方公会計制度実務研究会」において行われ、これを踏まえ、公会計の整備を進め、平

成 21年（2009 年）秋には貸借対照表を含む財務４表を公表するよう通知がなされまし

た。 

鎌倉市では、従来の総務省モデル（決算統計データをもとに作成）を順次改定し、資

産の管理を段階的に整備できる総務省方式改訂モデルを選択し、貸借対照表等を作成し

てきました。 

各自治体では財務書類の作成が着実に進んできましたが、本市をはじめ多くの自治体

が既存の決算統計データを活用した簡便な作成方法である総務省方式改訂モデルを採

用したことで、事業別や施設別の分析や、公共施設等のマネジメントに活用するのに十

分ではないといった課題がありました。また、総務省方式改訂モデルのほか、基準モデ

ルや東京都方式など複数のモデルが混在していたことで、横並びの比較分析等が難しい

ものとなっていました。 

そのような状況の中、平成 27年（2015年）１月に総務省から「統一的な基準による

地方公会計マニュアル」が示され、固定資産台帳の整備と複式簿記を前提とした財務書

類を原則として平成 27年度から平成 29年度までの３年間で全ての自治体で作成するよ

う要請されたことから、その要請に基づき、平成 28年度決算分の財務書類から統一的

な基準により作成し、公表することとしました。この度、平成 29年度決算分の財務書

類を作成し、公表するものです。 

最後に、この新公会計制度への改革は、自治体の資産・債務の改革といえます。ここ

で作成する財務書類を活用し、資産・債務の適切な管理はもとより、市民に対する情報

開示による透明性の向上、説明責任の履行と行政経営への活用で得られる効果など今後

の活用を視野に入れた検討を進めていきたいと考えています。 
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２ 財務書類の概要について 

（１）貸借対照表 

現在、地方公共団体に適用されている官庁会計は、「市税等の現金がいくら入って、

いくら使ったか」という、一年間の「財政収支のバランス」の把握に重点が置かれて

います。この方法は、一年間の支出と収入を見ていくうえでは大変よくできた会計制

度となっていますが、過去の資産の蓄積情報や将来の負担等を把握することが難しい

ものとなっています。 

貸借対照表では、資金の出入りのほかに、市民サービスを提供するための資産など

がどれだけ蓄積されているのか、また、そのために将来市民が負担しなければならな

い負債がどれだけあるかなどを明らかにすることができます。 

 

貸借対照表は、決算日（年度末）における財政状態を表示した会計報告書であり、

資産の部、負債の部及び純資産の部からなっています。 

資産は資金を何に使ったか（資金の運用）を示しており、負債と純資産は、その資

金がどこから来たか（資金の調達）を表わしています。 

このように、資金を運用面と調達面の二つの側面から把握した計算書であるため、

次の関係が成り立ちます。 

 

              資産＝負債＋純資産        

  【貸借対照表の構成】 

資 産 

負  債 

純資産 

 

（２）行政コスト計算書 

行政コスト計算書とは、民間企業でいうところの「損益計算書」にあたるもので、

当該会計年度の行政活動による発生コストと市民の受益者負担などとの関係を示す

財務書類です。 

貸借対照表は、会計年度末における財政状態を示すものであり、ストック情報（一

時点に存在する経済数量）を明らかにする財務書類ですが、これだけでは、会計年度

末における経年変化の結果のみしかわかりません。 

貸借対照表と行政コスト計算書、この二つの財務書類が、ストックとフロー（一定

期間の経済数量）という一対の関係をなして、市の財政状況を体系的に捉えることが

できるようになります。 

行政コスト計算書は、費用対効果の観点から、行政活動の経済性や効率性を判断す

る重要な情報になります。 
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  ＜基本的な発生コスト（費用）の捉え方＞ 

◇ 公債費のうち元金の償還については、貸借対照表における「負債の減少」にあ

たるためコストではないと考えます。これに対し、利子の支払いは貸借対照表の

改善をもたらさないためコストとして捉えます。 

 

◇ 退職手当の支払いは、貸借対照表に負債として計上されている退職給与引当金

の精算を意味し、「負債の減少」、すなわち貸借対照表を改善するものであるた

め、コストから除外されます。 

一方、貸借対照表においては、負債である退職給与引当金を積み増しています

が、その額はコストとして捉えています。 

 

◇ 建設費など資産の増加に係る支出はコストから除外しています。しかし、土地

など物質的に損耗しない資産を除き、建物や構造物などの社会資本は、時間の経

過や利用に伴って損耗します。この損耗額にあたる「減価償却費」をコストとし

て計上しています。 

 

（３）純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部について、会計年度中の動きを表す

計算書で、民間企業でいうところの、「株式資本等変動計算書」に相当するものです。

貸借対照表の資産・負債によって財政状況は把握できますが、この純資産変動計算書

では、その財政状況がどのような経緯で変動したのかが分かるものとなっています。 

 

◇ 「純経常行政コスト」には、行政コスト計算書における「純経常行政コスト計

算書」の数値がそのまま転記され、純資産を減少させる項目となります。 

 

（４）資金収支計算書 

資金収支計算書は、資金の増加または減少する状況を示すものです。 

内容は、市の歳出をその性質に応じて「業務支出」「投資活動支出」「財務活動支

出」の三つに区分し、それに対応する財源を収入として表したものであり、歳入・歳

出の実態を反映した財務諸表です。 

 

◇ 「業務活動収支」には、税収、使用料や手数料収入、人件費や施設の維持管理費

など、経常的に行われる行政活動に係る資金収支を記載しています。 

 

◇ 「投資活動収支」には、固定資産の取得及び売却、固定資産の取得財源としての

国県補助金などの収入のほか、基金への積立てや基金からの取崩しなどを記載して

います。 
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◇ 「財務活動収支」には、地方債の発行や償還など、財務的な資金収支を記載して

います。 

 

３ 財務書類の関係性について 

 財務書類４表については、下図のような相互関係となっています。 

 

出所：総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」 
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４ 対象会計範囲 

統一的な基準による財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

 

出所：総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」 

 

一般会計等以外の国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の各特

別会計や土地開発公社等の地方公社や市が出資している法人における会計などは

一般会計等とは区別されますが、これらと一般会計等とを束ねた全体財務書類、連

結財務書類を作成することで、初めて市全体の財務状況を把握することができます。 

各区分別の対象は次のとおりです。 

（１）一般会計等財務書類：一般会計、鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事

業特別会計、公共用地先行取得事業特別会計 

（２）全体財務書類：上記(1)に加えて、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業

特別会計、後期高齢者医療事業特別会計 

（３）連結財務書類：上記(1)、(2)に加えて、公益法人鎌倉市観光協会、公益財団法

人鎌倉市公園協会、公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団、公益財団法人鎌倉風

致保存会、鎌倉市土地開発公社、社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会、神奈川県

後期高齢者医療広域連合 

なお、下水道事業特別会計については、地方公営企業法の適用に向けた作業に

着手しており、適用が完了するまでは連結対象としないこととしています。 
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５ 作成基準日   

財務書類作成の基準日は、会計年度の最終日としています。 

地方公共団体には出納整理期間（4月 1日～5月 31 日）がありますが、この期間内

の資金の出入りは、3月 31日までに出納を終了したものとして処理しています。 

 

６ 各財務指標 

  一般会計等財務書類から算出される各指標については以下のとおりです。 

（１）歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、これまでに形成されたスト

ックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産形成

の度合いを測ることができます。 

 

4.30＝
年度末資金残高歳入総額（当期）＋前

資産額
 

 

※歳入総額は資金収支計算書の各部の収入合計の総額に期首歳計現金残高を加算

して算出。 

 

    歳入総額に対する資産比率の平均的な値は、3.0～7.0 の間になるといわれて

います。鎌倉市の平成 29 年度決算での値は 4.30 となり、前年度の値の 4.18 か

ら 0.12増加しました。 

  

    この値については、平均的な範囲に含まれていますが、施設の老朽化に伴う維

持管理コストが増加している傾向の中で、将来の公共施設等の修繕や更新等に係

る財政負担を軽減するため、平成 27年度に策定した公共施設再編計画に基づき、

平成 65年度までの取組として公共施設等の集約化・複合化を進めるなどにより、

今後も施設保有量の適正化に取り組んでいきます。 

 

（２）資産老朽化比率（有形固定資産減課償却率） 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価格に対する減価償却累計額の

割合を算出することにより、耐用年数に比べ減価償却がどのくらい進んでいるか把

握することができます。また、これらを目的別に分類することにより、目的別の資

産老朽化比率を求めることが可能となります。 

 

％＝
減価償却累計額）土地等の非償却資産＋（有形固定資産合計－

減価償却累計額
 0.59100  

施設の老朽化比率は、35％～50％が一般的な値であるといわれています。鎌倉市の

平成 29 年度決算での値は 59.0％となり、前年度の値の 57.4％から 1.6％増加しまし

た。 
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前年度に比べ資産の更新による固定資産の計上は増えていますが、当該年度の減価

償却費の方が大きかったため、資産老朽化比率は高まっています。 

 

この値については、おおむね一般的な範囲に近似しているものの、鎌倉市の施設は、

老朽化がかなり進んでいることがわかります。公共施設の老朽化については、全国的

に見ても進んでいる状況であり、今後も施設の適正な維持管理を図る必要があります。 

 

（３）純資産比率 

  市が保有する資産全体に対してどの世代が負担をしているかを表す割合です。比率

が高ければ過去の世代が負担していることをあらわし、低ければ将来世代がそのコス

トを負担することになることを意味します。 

 

％＝
総資産額

純資産額
81.2100  

   

一般的に地方公共団体では60％程度が標準とされています。鎌倉市の平成29年度決

算での値は81.2％となり、前年度の値の81.7％から0.5％減少しました。 

この値については、前年度に引き続き高い割合となっており、これまでの世代が将

来世代への資産を蓄積してきた形となっています。 

 

（４）将来世代負担比率 

地方債を中心に将来負担しなくてはならない、今後の世代による負担割合を見るこ

とができます。 

 

％＝
合計有形・無形固定資産　

地方債残高
4.11100  

※平成 29年度決算分から、地方債残高については、附属明細書（地方債（借入先

別））から、減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債を控除して算出

することとなりました。 

 

一般的な値としては、将来世代負担比率は15％～40％（算定式見直し前の数値）の

間の比率になるといわれています。 

鎌倉市の平成 29年度決算での値は 11.4％となり、前年度の値の 10.7％から 0.7％増加

しました（平成 28年度分についても、見直し後算定式により算出（参考：算定式見直し前

15.6％））。 

県内の近隣自治体においてもおおむね10％～30％という値であり、同程度の負担割

合となっています。この値については、将来世代の負担が引き続き低いレベルである

と評価でき、持続可能な財政運営を行っていることが現れています。 
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（５）受益者負担比率 

  行政コスト計算書における経常収益は、ほとんどが受益者負担そのものの金額であ

るため、経常収益の行政コストに対する割合を算定することで、受益者負担割合を算

定することができます。 

 

％＝
経常費用

経常収益
3.7100  

 

  一般的には 2％～8％といわれていますが、望ましい受益者負担の水準については、

それぞれの部門の特徴や類似団体等の比較を行いながら検討しなくてはなりません。 

鎌倉市の平成29年度決算での値は3.7％となり、前年度の値の4.1％から0.4％減少

しました。 

この値については、一般的な範囲に含まれていますが、引き続き施設の使用料など

の適正性を注視していきます。 

 

（６）行政コスト対税収等比率 

  税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を算出することによって、当該年度

の税収等のうち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに費消されたのかを把握

することができます。 

 

％＝
入一般財源＋補助金等受

純経常行政コスト
9.101100  

 

  この比率が 100％に近づくほど資産形成の余裕度が低いと言え、さらに 100％を上回る

と、過去から蓄積した資産が取り崩されたことを表します。 

鎌倉市の平成29年度決算での値は101.9％となり、前年度の値の101.6％から0.3％

増加しました。 

この指標については、扶助費などの義務的経費が増加している状況から、近年、増加す

る傾向にあると分析しています。 
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（７）住民一人あたりの指標 

  住民一人あたりの資産額、負債額、純経常行政コストは以下のとおりです。 

                  平成 29年度    平成 28年度 

      資産額：       １，５０５千円   １，５００千円 

      負債額：         ２８３千円     ２７４千円 

      純経常行政コスト：    ２９０千円     ２９７千円 

 

  資産額及び負債額は、住民一人あたりとすることにより、住民にとってわかりやす

い情報となるとともに、類似する地方公共団体との比較が可能となります。 

  また、住民一人あたりの行政コストをみることにより、地方公共団体の行政活動の

効率性を測定することができ、この指標を類似する団体と比較することで、当該団体

の効率性の度合いを評価することができます。 

 

  平成 30年（2018 年）3月 31日現在の住民基本台帳人口 176,308 人から算出してい

ます。 

 

  鎌倉市の平成 29年度決算での値は前年度と比べると資産額は＋５千円、負債額は

＋９千円、純経常行政コストは▲７千円となっており、資産として計上される施設の

大規模な改修を行うために地方債などの負債が増えたことなどを表し、一方で経常的

にかかる費用を節減していることを表しています。 

 

（８）基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

  基礎的財政収支（プライマリーバランス）とは、地方債の利払い費と償還額を除い

た歳出と地方債発行収入を除いた歳入のバランスを見るもので、資金収支計算書上の

業務活動収支（支払利息支出を除く）及び投資活動収支の合算額により算出されます。

近年の財政構造改革等の議論において、持続可能な財政バランスの実現のための指標

として使用されることが多く重要な指標となります。 

 

業務活動収支（支払利息支出を除く）＋ 

投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く）＝ 130,857 千円 

 

※平成 29年度決算分から、投資活動収支のうち基金積立金支出及び基金取崩収入

を控除して算出することとなりました。 

 

  基礎的財政収支がプラスの場合は、行政サービスに使う経費を、毎年の税収等で賄えて

おり、借金返済に一定の余力があることを示しています。 

  鎌倉市の平成 29年度決算での値は 130,857千円となり、前年度の値 1,066,069 千

円から大きく減少となりました（平成 28年度分についても、見直し後算定式により

算出（参考：算定式見直し前 745,031 千円））。これは、施設の大規模な改修などにかか

る経費が多額であったことに対して、国や県などからの補助金が前年度に比べ減少し



10 

 

たことが主な要因であると考えています。持続可能な財政バランスを保つためにも、

投資的な支出を抑制するよう注視していきます。 

 

（９）債務償還可能年数 

実質債務（地方債残高等（退職手当引当金等を含む。）から充当可能基金等を控除

した実質的な債務）が償還財源上限額（資金収支計算書における業務活動収支の黒字

分（臨時収支分を除く。））の何年分あるかを示す指標です。 

 

年＝　
財源等等　－　経常経費充当経常一般財源（歳入）

可能財源将来負担額　－　充当
8.4  

 

※将来負担額については、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式により

ます。 

※充当可能財源は、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式の「充当可能

基金残高＋充当可能特定歳入」とします。 

※経常一般財源等（歳入）等は、「①経常一般財源等＋②減収補填債特例分発行額

＋③臨時財政対策債発行可能額」とします。なお、①②は地方財政状況調査様式

「歳入の状況 その２収入の状況」、③は地方公共団体健全化法上の実質公債費

率の算定式によります。 

※経常経費充当財源等は、地方財政状況調査様式「性質別経費の状況」の経常経費

充当一般財源等から、次の金額を控除した額とします。なお、イ～ハは地方公共

団体健全化法上の実質公債費率の算定式、二は地方財政状況調査様式「性質別経

費の状況」によります。 

イ  債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

ロ  一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債

の償還の財源に充てたと認められるもの 

ハ  組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起

こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの 

二  元金償還金（経常経費充当一般財源等） 

 

債務償還能力は、償還可能年数が短いほど高く、償還可能年数が長いほど低いと言え

ます。 

鎌倉市の平成29年度決算での値は、4.8年となっており、前年度の値4.3年と比べ、0.5

年増加となりました。将来負担額となる地方債などの償還に充てる、業務活動収支の黒

字は増加したものの、鎌倉芸術館の設備改修事業などの多額な事業を実施したことによ

り、将来世代が負担する割合が増加したことが分かります。 

この数値については、近隣市の数値と同程度の値となっていますが、引き続き、大規模な事

業を実施する際には、将来への負担バランスを注視しながら、事業の実施を検討していきま

す。 
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